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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２７年３月１１日（平成２７年（行情）諮問第１１０号）及び同

年５月２７日（平成２７年（行情）諮問第３２７号） 

答申日：平成２８年７月２０日（平成２８年度（行情）答申第１９７号及び同

第１９９号） 

事件名：「武器等の防護に関する訓令」等の一部開示決定に関する件 

    「武器等の防護に関する達」等の一部開示決定に関する件（文書の特

定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「武器等の防護に関する訓令及びその下部規則（通達等）の全て（いず

れも最新版）＊電磁的記録が存在する場合，その履歴情報も含む。」（以下

「本件請求文書」という。）の開示請求に対し，次の１３文書（以下，併

せて「本件対象文書」という。）を特定し，その一部を不開示とした各決

定は，妥当である。 

文書１  武器等の防護に関する訓令（昭和５６年防衛庁内訓第３号） 

文書２  武器等の防護に関する訓令の運用について（通達）（防防運

１第４２６２号。５６．８．２５） 

文書３  武器等の防護に関する達（自衛隊統合達第１８号。平成１８

年３月２７日） 

文書４  防衛省への移行に伴う関係自衛隊統合達の整理に関する達

（自衛隊統合達第１号。平成１９年１月５日） 

文書５  武器等の防護に関する達の一部を改正する達（自衛隊統合達

第６号。平成１９年３月２８日） 

文書６  武器等の防護に関する達の一部を改正する達（自衛隊統合達

第３１号。平成２０年３月２６日） 

文書７  武器等の防護に関する達の一部を改正する達（自衛隊統合達

第５号。平成２１年３月２５日） 

文書８  武器等の防護に関する達の一部を改正する達（自衛隊統合達

第１４号。平成２１年７月２９日） 

文書９  武器等の防護に関する達の一部を改正する達（自衛隊統合達

第５号。平成２２年３月２５日） 

文書１０ 武器等の防護に関する達の一部を改正する達（自衛隊統合達

第７号。平成２３年３月２８日） 
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文書１１ 武器等の防護に関する達の一部を改正する達（自衛隊統合達

第１１号。平成２３年４月２１日） 

文書１２ 武器等の防護に関する達の一部を改正する達（自衛隊統合達

第１０号。平成２５年６月２７日） 

文書１３ 武器等の防護に関する達の海上自衛隊の部隊等における運用

について（通達）（統幕運１第６４４号。２５．１２．２） 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく本件請求文書の開示請求に対し，平成２６年１２月１５

日付け防官文第１８４４３号及び平成２７年１月２７日付け防官文第８８

５号により防衛大臣が行った各一部開示決定（以下「原処分」という。）

について，その取消しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

（１）異議申立書（平成２７年（行情）諮問第１１０号） 

ア 本件対象文書の電磁的記録についても特定を求める。 

国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，

当該行政機関が保有しているもの」（別件の損害賠償請求事件におけ

る国の主張）である。 

そこで国の解釈に従って，本件対象文書の電磁的記録についても特

定を求める。 

イ 一部に対する不開示決定の取消し。 

記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべ

きである。 

ウ 不開示処分の対象部分の特定を求める。 

  内閣府情報公開・個人情報保護審査会の審議において異議申立人は

書面を通じてしか意見を申し立てることができない。したがって不開

示部分を直接指さして特定するという方法が採れないため，原処分に

おける特定の仕方では不十分である。 

  何頁の何行目から何行目までという辺りまで不開示部分の特定がさ

れないと審査会の審議における書面での申立てに支障が生じること及

び平成２２年度（行情）答申第５３８号で指摘されたような原本と開

示実施文書の相違の発生防止の観点から，更に特定を求めるものであ

る。 

 （２）異議申立書（平成２７年（行情）諮問第３２７号） 

他にも文書（いわゆる「とけ込み版」）が存在するはずである。 

開示された文書のうち文書３の施行日は平成１８年３月２７日である

が，他方，文書１２の施行日は平成２５年７月１日となっている。 
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したがって開示された文書３は，文書１２の改正部分を含んでおらず，

別に文書１２の改正部分を含んだ（いわゆる「とけ込み版」である）

「武器等の防護に関する達」（自衛隊統合達第１８号）が存在するはず

である。 

 （３）意見書（平成２７年（行情）諮問第１１０号） 

   ア 理由説明書で説明されていない不開示部分がある。 

     文書１及び文書２のそれぞれ１枚目の不開示部分は，「警護物件の

区分等警護任務に関する部分及び武器使用の命令等武器の使用に関す

る情報」とは関係のない，文書の発簡番号や保存期限に関する情報が

不開示とされている模様である。 

     なお諮問庁は，過去において同様な性格を持つ文書（開示請求受付

番号：２００３．８．１２－送請２０３）においては，本件対象文書

で不開示とされたこの部分を開示している。 

   イ 不開示部分は「警護自衛官」と思われる。 

     文書１の１２枚目の不開示部分は文脈上「警護自衛官」と思われる

が，これを不開示とする理由はないと思われる。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

（１）経緯 

本件開示請求は，「武器等の防護に関する訓令及びその下部規則（通

達等）の全て（いずれも最新版）＊電磁的記録が存在する場合，その履

歴情報も含む。」の開示を求めるものであり，これに該当する行政文書

として，本件対象文書を特定した。 

開示決定等に当たり，法１１条を適用して平成２７年２月２７日まで

開示決定等の期限を延長し，まず，平成２６年１２月１５日付け防官文

第１８４４３号により，文書１及び文書２につき，法５条３号に該当す

る部分を不開示とする一部開示決定を行い，文書３ないし文書１３につ

いては，平成２７年１月２７日付け防官文第８８５号により，同号に該

当する部分を不開示とする一部開示決定を行った。 

（２）法５条該当性について 

    原処分において，文書１の１枚目及び３枚目ないし１２枚目の一部，

文書２の１枚目ないし６枚目の一部並びに文書３及び文書５ないし文書

１３には警護物件の区分等警護任務に関する部分及び武器使用の命令等

武器の使用に関する情報が記載されており，これらには自衛隊法９５条

に規定する武器等の防護を実施する際の武器使用の手順や考え方が含ま

れており，これを公にすることにより，警護任務及び武器使用について

我が方の手の内を明かすことになり，相手方がこれを踏まえた行動を採

ることが可能となるなど，防衛省・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障
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を及ぼし，ひいては我が国の安全を害するおそれがあることから法５条

３号に該当するため不開示とした。 

 （３）異議申立人の主張について 

ア 異議申立人は，「国の解釈によると，『行政文書』とは，『開示請求

時点において，当該行政機関が保有しているもの』（別件の損害賠償

請求事件における国の主張）である。」として，本件対象文書の電磁

的記録についても特定を求めるが，本件対象文書は紙媒体しか保有し

ておらず，本件異議申立てを受け，確実を期すために行った再度の確

認においても，電磁的記録の存在を確認することはできなかった。 

イ 異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分に

ついては開示すべきである。」として，原処分の取消しを主張するが，

本件対象文書の法５条該当性を十分に検討した結果，その一部が上記

（２）のとおり同条３号に該当することから当該部分を不開示とした

ものであり，その他の部分については開示している。 

ウ 異議申立人は，「何頁の何行目から何行目までという辺りまで不開

示部分の特定がされないと審査会の審議における書面での申立てに支

障が生じること及び平成２２年度（行情）答申第５３８号で指摘され

たような原本と開示実施文書の相違の発生防止の観点から，更に特定

を求めるものである。」として，不開示部分の特定を求めるが，原処

分において，平成２２年度（行情）答申第５３８号において示された

「不開示部分の位置を文書名で特定」し，平成２７年１月２７日付け

防官文第８８５号により通知している。 

エ 異議申立人は，文書３の施行日は平成１８年３月２７日であるが，

文書１２の施行日は同２５年７月１日となっており，改正部分を含ん

でいないことから，改正部分を含んだ（いわゆる「とけ込み版」であ

る）「武器等の防護に関する達」（自衛隊統合達第１８号）が存在する

はずであるとして，他にも文書が存在する旨主張する。 

    しかしながら，本件対象文書を管理している統合幕僚監部では，文

書４ないし文書１２は文書３の一部を改正する達であるところ，それ

ぞれの改正内容を確認すれば全体を把握することはでき，文書３が秘

に指定された行政文書であり，保全の観点から作成及び複製は必要最

小限にとどめるべきであることを踏まえ，改めていわゆる「とけ込み

版」は作成していない。 

オ 以上のことから，異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処

分を維持することが相当である。 

 ２ 補充理由説明書（平成２７年（行情）諮問第１１０号） 

   理由説明書で説明した不開示理由を次のとおり訂正する。 

本件対象文書中，文書１及び文書２の１枚目の一部については，秘文書
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としての発簡番号，部数及び指定条件が記載されており，これを公にする

ことにより，特定の部署の特定の時期における秘文書全体の累積量が推察

され，当該部署の所掌事務，あるいは各種の事案等の公知の情報と照合す

ることによって，自衛隊の対処能力及び態勢等が推察され，防衛省・自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全を害するお

それがあることから，法５条３号に該当するため不開示とした。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，平成２７年（行

情）諮問第１１０号及び同第３２７号を併合し，調査審議を行った。 

① 平成２７年３月１１日   諮問の受理（平成２７年（行情）諮問

第１１０号） 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③ 同月２６日        審議（同上） 

④ 同年４月８日       異議申立人から意見書を収受（同上） 

⑤ 同年５月２７日      諮問の受理（平成２７年（行情）諮問

第３２７号） 

⑥ 同日           諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

⑦ 平成２８年６月８日    諮問庁から補充理由説明書を収受（平

成２７年（行情）諮問第１１０号） 

⑧ 同月２０日        委員の交代に伴う所要の手続の実施，

本件対象文書の見分及び審議（平成２７

年（行情）諮問第１１０号及び同第３２

７号） 

⑨ 同年７月１５日      平成２７年（行情）諮問第１１０号及

び同第３２７号の併合並びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は文書１ないし文書１３である。 

異議申立人は，原処分の取消し並びに本件対象文書の本来の電磁的記録

及び他の文書の特定を求めており，諮問庁は，本件対象文書を特定し，そ

のうち文書４以外の一部が法５条３号に該当するとして不開示とした原処

分を妥当としていることから，以下，本件対象文書の見分結果に基づき，

本件対象文書の特定の妥当性及び不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確

認させたところ，次のとおりであった。 

   ア 本件対象文書は，紙媒体の文書であり，文書４を除く文書について

は，国の安全に係る秘匿性の高い内容が記載されていることから，関
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係職員以外に知らせてはならないものとして，秘密保全に関する訓令

（昭和３３年防衛庁訓令第１０２号。以下「旧訓令」という。）１０

条１項及び５条又は秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第

３６号。以下「訓令」という。）１６条１項に基づき，秘に指定され

ており，秘の登録番号及び文書番号を登録した上で厳重に管理されて

いる。 

   イ 本件対象文書の原稿については，内部部局及び統合幕僚監部の担当

者がパソコンを使用して電磁的記録として作成した上，当該電磁的記

録を紙媒体に印刷し，決裁を受けている。 

本件対象文書は，上記の決裁終了後，原稿である電磁的記録を紙媒

体に印刷した原本であり，文書４以外の文書については秘の登録番号

及び文書番号が記載されている。 

ウ 文書４以外の文書については，秘の取扱いを認められたパソコンを

使用して作成され，暗号による秘匿措置を講じるなどして厳重に管理

されていたが，秘の指定は秘密の保全に必要な最小限度にとどめなけ

ればならないとされていること（旧訓令１０条３項及び訓令１６条３

項），また，情報流出の防止等，情報保全の観点を重視し，文書が完

成し，文書４以外の原稿である電磁的記録については，秘の指定がな

された後，速やかに廃棄しており，文書４の原稿である電磁的記録に

ついても，完成した後廃棄している。 

エ 文書３は，文書４ないし文書１２によって改正されているが，秘の

指定は秘密の保全に必要な最小限度にとどめなければならないとされ

ていること（旧訓令１０条３項及び訓令１６条３項），それぞれの改

正内容を確認すれば全体を把握することはできることから，保全の観

点を重視し，改正部分を織り込んだ文書は作成していない。 

オ 原処分に当たり，内部部局及び統合幕僚監部において，書庫，倉庫

及びパソコン上のファイル等の探索を行ったが，本件対象文書以外に

本件請求文書に該当する文書の保有は確認できなかった。 

カ 本件異議申立てを受け，確実を期すために再度上記オと同様の探索

を行ったが，本件対象文書以外に本件請求文書に該当する文書の保有

は確認できなかった。 

（２）諮問庁から旧訓令及び訓令の提示を受けて確認したところ，その内容

は諮問庁の上記（１）の説明のとおりと認められること及び本件対象文

書には手書きの部分があることを踏まえると，本件対象文書の原稿であ

る電磁的記録については，情報保全の観点を重視し，本件対象文書が完

成し，秘の指定がなされた後，速やかに廃棄している旨及び文書３の改

正部分を織り込んだ文書は作成していない旨の諮問庁の上記（１）の説

明が不自然，不合理とまではいえず，他に本件請求文書に該当する文書
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の存在をうかがわせる事情も認められないことから，防衛省において，

本件対象文書の外に本件請求文書に該当する文書を保有しているとは認

められない。 

３ 不開示情報該当性について 

（１）発簡番号，部数及び指定条件に関する情報 

文書１及び文書２の各１枚目の不開示部分には，秘文書としての発簡

番号，部数及び指定条件が記載されている。 

   当該部分は，これを公にすることにより，特定の部署の特定の時期に

おける秘文書全体の累積量が推察され，その結果，他の情報と照合する

ことなどにより，自衛隊の対処能力，態勢等が推察され，防衛省・自衛

隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害され

るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると

認められるので，法５条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

（２）警護の任務及び武器の使用等に関する情報 

本件対象文書の不開示部分（文書１及び文書２の各１枚目の不開示部

分を除く。）には，警護物件や警護自衛官の指定及び警護の手順や分担

など警護の任務並びに武器等の防護に際しての弾薬の装てん及び使用し

得る武器の種類など武器の使用等に関する具体的な内容が記載されてい

る。 

当該部分は，これを公にすることにより，自衛隊法９５条に規定する

武器等の防護に関する警護の要領及び武器を使用する場合の手順等が明

らかとなり，自衛隊の任務遂行の妨害を企てる相手方をして，その対抗

措置を採ることや弱点をねらうことを容易ならしめ，自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれがあ

ると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるの

で，法５条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

４ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 本件各一部開示決定の妥当性について 

  以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条３号に該当するとして不開示とした各決定について

は，防衛省において，本件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべ

き文書を保有しているとは認められないので，本件対象文書を特定したこ

とは妥当であり，不開示とされた部分は同号に該当すると認められるので，

不開示としたことは妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 




